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議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 １１番   澤 頭 好 孝 議員 

 

 １２番   柏 﨑 利 信 議員 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（赤坂千敏君） 

 

 おはようございます。 

 それでは、修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣言 

 

西舘議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１４人です。定足数に達しておりま

すので、これより令和２年第２回おいらせ町議会臨時会を開会

いたします。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

開議宣告 西舘議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、９番沼端 務議員は欠席であります。 

 また、新型コロナウイルス感染防止対策として密集を防ぐた

め、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長、監査委員には出

席の自粛をしていただきましたので、その旨ご報告いたします。 

 

議事日程報告 西舘議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会議録署名議

員の指名 

西舘議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、１１番、澤頭好孝議員及び１

２番、柏﨑利信議員を指名いたします。 

 

会期議題 西舘議長  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 会期、決定の前に議会運営委員会の報告を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いいたします。松林委員長。 

 

 松林議会運営委員長  議会運営委員会より報告いたします。 

 去る１０月１日告示、本日招集されました令和２年第２回お

いらせ町議会臨時会の会期等について先般１０月８日午前１０

時から議会運営委員会を開催し審査した結果、本臨時会の会期

は別紙配付の会期及び審議予定表のとおり、本日１０月１２日
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の１日とすることに決定いたしました。本日１２日月曜日は、

議案等の一括上程及び議案審議となります。 

 以上のとおり進行してまいりたいと思いますので、何とぞ議

員各位のご理解とご協力を賜り、同委員会の決定にご賛同くだ

さいますようお願い申し上げまして委員会報告といたします。 

 

 

 

西舘議長  議会運営委員会の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、議会運営委員会の報

告のとおり本日１０月１２日の１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１０月１２日の１日とする

ことに決しました。 

 

 西舘議長  諸般の報告に入る前に、去る令和２年第３回定例会閉会後に

答弁の誤りが発見され、教育長から訂正の申出がありましたの

で、発言を許します。教育長。 

 

 教育長 

（松林義一君） 

 おはようございます。 

 去る９月３日開会の令和２年第３回定例会において、答弁内

容に誤りがありましたので、本会議において訂正しておわび申

し上げます。 

 詳細につきましては、担当課長より説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 西舘議長  社会教育・体育課長。 

 

 社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 おはようございます。 

 先般の令和２年第３回定例会、令和２年度一般会計補正予算

（第５号）において、楢山議員から下田公園野球場の電光掲示

板設置についての質問に対し、見積書の金額を９，６００万円

と言うべきところ、１，６００万円と答弁しておりました。誠

に申し訳ありませんでした。 

 答弁の訂正をいたしますとともに、今後このような誤りがな
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いように十分気をつけてまいりたいと思いますので、何とぞご

容赦いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 西舘議長  説明が終わりましたので、本件について１５番楢山議員より

質問があれば発言を許します。１５番。 

 

 １５番 

（楢山 忠君） 

 １５番楢山です。 

 ９，６００万円というふうなことで、これはなかなか町単独

では難しいというふうに考えますので、今青森県でも国民スポ

ーツ大会が２０２６年になりました。１年延びて２６年になり

ましたし、またオリンピックということで国もスポーツに対す

るいろいろ理解が普及しておりますので、それらに補助金があ

るんじゃないかなと、何かですね、そういうふうなのがいろい

ろあるんじゃないかなと思いますので、どうぞ調査研究をして

いただくことを検討願いたいと思いますが、いかがですか。 

 

 西舘議長  社会教育・体育課長。 

 

 社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 はい、お答えいたします。 

 国民スポーツ大会の開催のあれがありますので、補助金等を

楢山議員がおっしゃられたとおり、いろいろと調査して、あと

ほかの市町村の状況も確認しつつ引き続き検討してまいりたい

と思いますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

西舘議長  以上で、本件については、終了いたします。 

諸般の報告 西舘議長  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 初めに、議長としての報告事項は、印刷をしてお手元に配付

しているとおりです。ご了承ください。 

 なお、本臨時会中は円滑な議案審議及び広報写真撮影のため

関係職員が議場内を出入りすることの許可を与えておりますの

で、各議員にご報告しておきます。 

 

 西舘議長  日程第４、議案の一括上程について。 
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 議案第５６号から第５８号までの以上３件を一括上程いたし

ます。 

 初めに、町長から提案理由の説明を求めます。演壇にてお願

いします。町長。 

 

提案理由の 

説明 

町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

 議員各位には何かとご多用のところご出席をいただきまして

誠にありがとうございます。 

 それでは、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由をご

説明申し上げます。 

 初めに、議案第５６号、学校ＩＣＴギガスクール端末購入契

約の締結について、ご説明申し上げます。 

 本案は、町内８小中学校において国のギガスクール構想に基

づき、児童、生徒及び教職員が学習用に使用するタブレット型

情報通信端末を購入するため、去る９月２５日に大嶋でんき外

１０者により指名競争入札を執行したところ、１億４，４９８

万円で株式会社ビジネスサービス八戸支店が落札者と決定しま

したので、この契約を締結するため、地方自治法第９６条第１

項第８号及びおいらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定により提案するもの

であります。 

 次に、議案第５７号、令和２年度おいらせ町一般会計補正予

算についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に、６４８万５，０００円を追加し、

予算の総額を１３３億８，９１６万円とするものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では病院費における病院

事業会計資本運営費負担金及び八戸圏域連携中枢都市圏医師派

遣事業費負担金を増額し、その財源として財政調整基金繰入金

を増額するものであります。 

 次に、議案第５８号、令和２年度おいらせ町病院事業会計補

正予算についてご説明申し上げます。 

 本案は、収益的収入及び支出の既定予定額に３１０万４，０

００円を追加し、予定額を１０億３，５１６万３，０００円と

するほか、資本的収入の既決予定額に１，６４９万円を追加し、

予定額を７，２４０万５，０００円とする一方、資本的支出の
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既決予定額に２，２７０万１，０００円を追加し、予定額を９，

４５４万９，０００円とするものであります。 

 収益的収入及び支出、資本的収入及び支出につきましては、

主に新型コロナウイルス感染症への対応のため、青森県救急・

周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業費補助金を活用す

ることとし、また新たな診療科として眼科設置に向け医療機器

を購入するものであります。 

 なお、資本的収入の不足額につきましては、当年度分損益勘

定留保資金を充当するものであります。 

 以上、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由を申し上

げましたが、詳細につきましては、審議の過程におきまして本

職をはじめ担当課長に説明させますので、何とぞ慎重にご審議

の上議決いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

西舘議長  総務課長。 

 

 総務課長 

（西舘道幸君） 

 ただいまの提案理由の中で訂正箇所が１か所ございますので

お知らせいたします。 

 議案第５８号の提案の３ページ目になりますが、収益的収入

及び支出の既決予定額と申し述べるところ規定予定額と申し上

げました。既決予定額ということで、訂正させていただきます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 

 西舘議長  日程第５、議案第５６号、学校ＩＣＴギガスクール端末購入

契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 おはようございます。 

 それでは、議案第５６号についてご説明申し上げます。 

 議案書の１ページと２ページをご覧ください。 

 入札結果は９ページになります。 

 本案は、町内８小中学校において学習に使用する情報通信端

末を購入するため、去る９月２５日に大嶋でんき外１０者によ



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－９－ 

り指名競争入札を執行したところ、１億４，４９８万円で株式

会社ビジネスサービス八戸支店が落札者として決定しましたの

で、契約を締結するため提案するものであります。 

 本件購入により、児童、生徒１人に１台のほか、学級担任分

等と合わせて２，２００台のタブレット型情報通信端末が令和

３年３月１０日までに配備され、国が推奨する教育のＩＣＴ化

の環境が整備されることになります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。１５番楢山忠議員。 

 

質疑 １５番 

（楢山 忠君） 

 この数字については、金額については別によろしいんですが、

この契約の相手の会社なんですけれども、これ、今まで見たこ

とがない会社なので、できたらこの会社の企業内容とそれから

近年での実績的なそれらが分かるのであれば、それを教えてい

ただきたいと思います。 

 

 西舘議長 

 

 財政管財課長。 

答弁 

 

財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 指名業者については財政管財課ですので、一応当課から答弁

申し上げます。 

 契約の相手方、株式会社ビジネスサービスにつきましてはＯ

Ａ機器に関わる、パソコンであるだとか業務システムなどを得

意とする会社でございます。 

 それから、実績としましては、昨年の公務用パソコンにつき

まして落札しておりまして、既に実績がございます旨答弁いた

します。 

 補足がありましたら、学務課長よりお願いいたします。 

 以上です。 

 

 西舘議長 

 

学務課長。 

答弁 学務課長  実績という面で財政管財課長のほうからありましたが、実は
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（柏崎和紀君） １０年前にパソコン教室を整備した際にもこちらの業者のほう

が落札して全小中学校のほうにパソコンを導入している実績が

ございます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ２番、澤上 勝議員。 

 

質疑 ２番 

（澤上 勝君） 

 ２番、澤上です。おはようございます。 

 入札結果等については、特別異論がないんですけれども、そ

の行く過程までで若干資料を見る中で質問させていただきま

す。 

 地元の業者４名、指名を受けているわけでありますけれども、

多分私の記憶でもこの金額予定価格１億４，０００万円相当で

すから、地元の業者が私の記憶では多分入ったことがないよう

な気がするので、その辺の説明をしていただきたいし、地場産

業育成の観点から指名するということは大いに私は結構だなと

思っております。でも、これは今物品の入札ということに私は

なろうかと思いますけれども、建設関係については、県の経営

審査等を踏まえてランク分けを多分、Ａ、Ｂ、Ｃ、それから特

Ａとかとしていると思うんですけれども、物品納品業者につい

てはランク分けはないという確認でよろしいのか、まずそれが

１つですね。 

 それから、これは納品が３月１０日なわけですけれども、ま

ず半年猶予があるという中で多分今全国的に一緒の発注になる

からという過程だと思うんですけれども、その辺の説明も加え

てお願いします。 

 それから入札結果で辞退と失格とかということがあるんです

けれども、辞退する場合は失礼ながら私の仕事柄、前に勉強し

たとき補償金なり保険なり掛けなければならない入札はシステ

ムになっている記憶がするんですけれども、その辺も正確に。

辞退した場合はそういうのは掛けなくてもいいし、失格した場

合はそれなりに掛けた中で失格という形になるかと、私の記憶

ですよ、これは。ですからその辺も正確に説明をしていただき

たい。 

 それから、今この業者が取ったわけですけれども、これから
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半年、これは業者も生き物でありますから、６か月の間に何が

あるか分からない。多分、建設関係では入札に入った業者を保

証人とかというシステムがある記憶がしているんですけれど

も、その辺の補償的なものがどうなっているのか、その部分に

ついても説明を賜りたい。 

 それから、２，２００台とありますけれども、端末機そのも

のは私は備品でなく今消耗品の扱いだと勉強しているんですけ

れども、多分５年なり７年、これはまた更新という形になろう

かと思いますけれども、その辺の説明等。 

 それから、地元の２、４、４者ですね。今後ともこういう部

類の高額な部分について指名審査委員会の委員長は多分副町長

だと思うんですけれども、今後とも参画できるという考え方で

よろしいかと思うんですけれども、その辺の考え方を教えてい

ただければと思います。 

 最後にもう一つ、同じ入札のとき、端末機の関連のある充電

保管倉庫も一緒に入札をしていますよね。業者を見たら全部同

じメンバーなんですよ、ね。例えばこれ、私の私見ですよ。両

方一緒に合算して入札をしたら、単純に考えればもうちょっと

安くなるような気がするんですけれども、その辺の考え方、ど

うしてもそういうやり方をしなければならないのか、その辺の

説明をお願いします。以上。 

 

 西舘議長  財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 今、幾つかのご質問がありました。順を追って説明いたした

いと思いますけれども、不足がありましたら各部課長なり、答

弁、フォローお願いいたしたいと思います。 

 まず１つ目の、町内４業者の指名の理由でございます。 

 議員ご指摘のとおり、今回は１億を超える高額な予定価格で

もって指名したことはもしかしたらなかったかもしれません。

ですが、今回選定した基準としましては、ＯＡ機器として届出

があった業者についてまず検討してみました。それから、タブ

レット型情報端末について、当町でまだ大量の購入をした実績

がございませんでしたので、対応できるかどうかちょっと見て

みたいということもありまして、それから町内業者については
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入札参加機会の確保ということで、その機会だけでも設ける必

要があるのではないかということで、今回４者指名いたしまし

た。 

 結果としましては、残念ながら規模が大きすぎて取扱いがで

きなかったものや、予定価格の中で対応できないといったよう

なことで辞退の申出がありました。 

 それから、２つ目の金額についてのランク分けがあるのかと

いうご質問でございます。 

 議員ご指摘のとおり、工事につきましては、その予定価格に

つきましてＡランクでありますとか、大きいものはＡランク、

小さいものはＢランクも参加できるといったような基準がござ

います。本契約みたいに物品については、そのような金額でも

って区別をする基準がありませんでしたので、先ほどの答弁と

も関連いたしますけれども、町内４業者を指名してもよいとい

う判断に至ったものであります。 

 それから、３つ目の納期の部分は飛びまして、４つ目の辞退

とか失格に関わる納入金でありますとかその経費についての部

分でお問合せがありました。入札に関わる辞退につきましては、

こちらに納入していただくお金というものは発生いたしませ

ん。こちらに納付していただくお金につきましては、契約する

業者につきまして契約保証金といたしまして契約金額の５％、

それから工事につきましては１０％の金額を納付していただく

ことになります。５００万円未満の部分につきましては、実績

に基づいて免除することがありますけれども、基本的にはこの

ような金額を納入していただいて、契約の履行を確認しました

ら契約業者に返還するといったような手続があります。 

 なお、辞退につきましては、特にデメリットとかペナルティ

ーとかというのは設けていないことを申し添えます。 

 あとは、何かあったかな。 

 すみません、ちょっと引き続き答弁申し上げます。 

 町内の業者が大きい入札に今後参加できるのかといったよう

なご質問につきましては、このたびのような物品とかそういっ

た部分につきましては、基本的には参加できるものと理解して

います。ただその業者の事情によって取扱いできる種類とかで

きない種類とか、そういった部分ありますので、そういった部
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分で業者さんのほうから辞退届が出るといったような事態は起

こり得るものかなと思っております。 

 それから、保管庫の入札も同じ業者だったと、議員ご指摘の

とおりであります。一緒に入札すればもう少し安くなったので

はなかろうかというご指摘、それからご質問でございました。

この保管庫の業務につきましては、業務委託といったこのたび

の議案に係っている部分の物品購入とは違う業務委託という別

な種類であります。別な種類ですので、ちょっと一緒に入札す

るということはちょっと難しいのかなという判断に至りまし

て、別に今回入札をしたことであります。今回、補助金を活用

した事業でありますので、こういった補助金の部分で対応する、

どうしても一緒にできないといったような部分もあるかと思い

ます。ですが、町単独事業である場合については、一緒の契約

で履行することもあってもいいのかなと思っています。 

 以上です。 

 

 西舘議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 それでは、私のほうからはまず、納品日、３月１０日に設定

したということですが、ほかの市町村、既に先行しているとこ

ろを見ると５か月から６か月程度の納期を持っておりましたの

で、うちのほうもそれに合わせたということ。年度内に当然納

めていただかなければならないということで、設定したもので

ございます。ただ、全国的に時期が重なるというご心配をいた

だいておりましたけれども、幸いなことにうちの９月議会が終

わってすぐに入札を執行して、今日、本日この議会を持ってい

ただいておりますので、ほかより若干早いというような、業者

のほうからですね、なので、その若干でも早くなったことによ

ってまず１０日は大丈夫であろうと。さらに今お願いしている

のはもっと早く導入できないかということで、早めていただく

ようにお願いをする。この議会が終わり次第、仮押さえしてい

ただいておりますので、発注に移っていただく予定にしており

ます。 

 また、こちらのほう、備品か消耗品かということで、町のほ

うではこれを備品という取扱いとして今回考えておりまして入
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札をしたということでございます。 

 また、年数はどれほどということで、通常であればリースな

どであれば５年取りあえずリースしてその後１年、２年と延長

していますので、六、七年はまずもたせたいし、もつまで取り

あえず使いたいというふうには考えております。 

 そして最後、先ほど財政管財課長からもありました、保管庫

と一緒に入札ということですが、今回、国の補助金のほうで、

保管庫のほうは物品としてではなく設備として入札をしてくだ

さいということで、補助金受けるために業務委託という形で入

札をしたので、今回先ほど財政課長が申し上げましたとおり、

一括での入札はできなかったという経緯がございます。 

 以上でございます。 

 

 西舘議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（小向仁生君） 

 入札適正執行委員会の委員長としてのご指名がありましたの

で、お答えしたいと思います。 

 先ほど担当課長のほうも申しておりまして、重複するかと思

いますけれども、今般発注に関しましては地元企業の参加、こ

れは先ほど議員もおっしゃっていましたけれども、地元企業の

参加、そしてその育成を担うもの、そしてまたさらには地元の

経済を回すという意味で地元４者をここに入れたわけです。今

後、大小にかかわらずこういう機会があれば今後も実施してい

きたいと考えております。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ２番。 

 

質疑 ２番 

（澤上 勝君） 

 説明、詳しく分かりやすくご説明を賜りましてありがとうご

ざいます。 

 もう一つ確認しますけれども、最終的には今、パソコン  

２，２００台は備品ということですけれども、通常７年ぐらい

しかもたないということですから、多分７年後には更新する形

に私はなると思うんですけれども、そのときはまた改めて国の

補助制度があるという確認でよろしいかと思いますけれども、
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その辺の説明を再度お願いします。 

 あとは、うちのほうは今９月の、１０月の臨時議会でやって

早く入札したので早く発注になる、早く納品になるという今課

長さんの説明ですけれども、できればもっと早く納品していた

だいて、パソコンを子供たちが使える状況をもしできるんだっ

たら、そういう環境を整えてあげるほうが、今６年生なり３年

生の子供たちは助かるかと思いますけれども、その辺のそうい

う配慮をお願いしたいと思います。 

 あとは最後に、副町長さんから今説明あったとおり、地場産

業の育成という観点から、やはり土俵だけには地元の企業をで

きるだけ、いやあまり曲げないで、正当に土俵に上げて、指名

してくれるように、今後ともそういう努めをしていただければ

と、それも重ねてお願いしておきます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 それでは、更新に当たって新たな補助金があるかというご質

問ですが、今のところ国から示されたものはまずない状況です。

ただ、今回この１人１台やるにしても、今までは３人に１台程

度ということで、さらに交付税措置というものが今回補助金と

して国のほうも対応が変わってきておりますし、また今年度全

国の自治体で同じように導入していますので、恐らく全国のほ

うから要望等が行くと思いますので、その辺のところは今後期

待をしているところではあります。 

 また、納品を早くということですが、議員おっしゃられたと

おり幾らでも早く納品いただけるように業者のほうにはこれか

らお願いをしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

 西舘議長  ほかに質疑ございませんか。 

 １３番、西館芳信議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 １３番西館です。 

 不勉強で大変申し訳ないんですけれども、まず第一番目にこ
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の学校ＩＣＴギガスクール構想というのはそもそもどういうも

のでしたっけね。その内容と、それから、これ、小中学校、も

う全国漏れなくということで、確認ですけれども、それでよろ

しいですよね。 

 それから、２番目が契約金額、１億４，０００万円というこ

とですが、これは保管庫云々とかというのもタブレットのほか

に出てきたんですけれども、タブレットがそもそも何台、タブ

レットといっても例えばｉＰａｄとかそのほか普通のタブレッ

トと呼ばれているような種類があるわけですけれども、どうい

う種類のものが何台で、１台当たり、１人当たり、１台当たり

幾らになったのか。そしてタブレットのほかに保管庫とかとい

うそういう工事があるのならある。それから今までに既設の線

を使ってやって、このタブレットそのものがもうインターネッ

ト機能が内蔵されていれば何もやらなくてもいいのか、内蔵さ

れていないで新しく工事するのか、それとも既設の線を使って

そのままやるのかという、そういうふうなところをお願いいた

します。 

 以上、まず２つ、お願いします。 

 

 西舘議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 まず１点目、ギガスクール構想とはそもそもどういうものか

ということですが、こちらのほうは簡単に言うと児童生徒１人

に１台の端末を整備するということなんですが、それらの整備

によりまして子供たち誰一人取り残されることなく公正に個別

最適化され、資質、能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴを

実現するというのが国の目標でございます。すみません、読み

上げた形になって。これが一応ギガスクール構想の一つでござ

います。 

 そして、１人幾らくらいに、端末の種類ですね、申し訳ござ

いません。ｉＰａｄ、商品名であれですが、ｉＰａｄを導入す

るということで整備しております。金額的には１台６万６，０

００円の計算になります。 

 そしてまた今回併せてほかの工事等があるのかということで

ございますが、先ほど申し上げました保管庫のほうは簡単なビ
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ス留め等で教室に設置することを想定しておりまして、また無

線ＬＡＮが既に各学校、整備されておりますので、改めてほか

の工事はする必要はないのかなというふうに考えております。 

 以上でよろしかったかと思いますが、以上です。 

 

 西舘議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 すると、６万幾らのが最終的には何台になりましたですかね。

６万６，０００円というのもちょっと今だと結構するなと、普

通の一般的なタブレットでも高いんじゃないかなというふうに

思うんだけれども、最終的に何台になりました。 

 

 西舘議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 今回購入したのは２，２００台になります。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ほかに質疑ございませんか。８番平野敏彦議員。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

 ８番平野です。 

 私、先ほど質問の中にもありましたけれども、入札の辞退が

あるわけですけれども、さっき課長が説明したのですと、この

機器が、価格が高額だと。それからその扱い、地元の業者はで

きないんだということで説明がありましたけれども、特別に物

品の場合はそれの制約がないランクもない。そういうふうなこ

とで、多分地元の学用品的なものを扱っている業者が全部入っ

たと思うんですけれども、全て考えてみればですよ、初めから

能力がないものを指名するということはいかがなものかなとい

うふうに私は思うんですよ。やっぱりこれだけの事業をするの

に競争させるに、少なくともその能力のあるものを入れて競争

するのが私はそういうふうに理解するんですけれども。全然対

応もできないものも指名させるというということは、私、だか

らその辞退理由を聞いてみてですよ。ああなるほど、もともと

からもうできないものを指名しているんじゃないかと。これは

やはり考えるべきだし、さっき副町長が言った地元企業の参加、
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それから育成、これはわかりますよ。でもそのランクに応じて

行政は対応すべきだと思うんですけれども、この私の考え方に

ついてどういうふうに捉えているか、確認をしておきたいと思

います。 

 それからもう一点は、さっき１３番議員も質問していますけ

れども、各教室にＷｉ－Ｆｉかそういうふうなの設置して、保

管庫に子供たちが１人１台支給されたものを保管するというふ

うな形になると思うんですけれども、そうすると他のニュース

で見れば、うちに持ち帰ってその学校の部分、そういうふうな

ものの情報を親子で共有したり、そういうふうなものに活用す

るんだというふうなニュース、新聞等、見たんですけれども、

このままでいきますとこの端末を子供たちが学校でしか使えな

い、限られた時間しか使えないというふうなことであれば、私

はどうも宝の持ち腐れじゃないかと。例えば青森県内でも佐井

村なんかは各世帯にタブレットを配付して対応するというふう

な報道もあります。いろんな形で年数がもう６年、７年しか使

えないというふうな期間の中で有効に活用する方法というのを

やはり考えるべきじゃないかと思うんですけれども、教育委員

会のみならず行政機関としてのそういうふうな利用の方法、対

応の仕方、検討したことがあるかどうか、この２点をお伺いし

たいと思います。 

 

 西舘議長  財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。１件目のご質問、指名に関わる件についてお

答えいたします。 

 まず初めに、澤上議員への答弁とも重複する部分がございま

す。 

 物品購入については、このランクがない関係上、この規模と

かで線引きするのはちょっと難しいという部分、あります。つ

きましては、今回の件につきましては、指名してみなければち

ょっと対応できるのかどうか分からなかったといったようなと

ころもございましたので、あらかじめ対応できないということ

が分かっている場合を除き、基本的に今回のように町内業者に

ついてはこの指名をして対応できるかできないかという部分も
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含めて確認していきたいなと思います。 

 ただし、議員の意見にもありましたように、あらかじめ対応

できないという部分、分かっていたら改善する余地があるので

はなかろうかという意見も含まれていた部分、あると思います。

議員のご意見につきましては、所管課における設計だとか参考

見積りを行う段階において適切に業者とやり取りをすることに

よって情報を集めるといったようなことが今後必要になってく

るのかなと思っております。以上です。 

 

 西舘議長  教育長。 

 

答弁 教育長 

（松林義一君） 

 家庭に持ち帰って利用できるかできないかというお話、その

件についてのお話ですけれども、お答えをいたします。 

 前の議会でもちょっとお話しをした記憶があるんですが、ま

ず学校で使い方等をじっくりと練習をして、子供たちがうちに

帰っても何とかそれを扱えるようになればうちに持って帰って

いろいろなことができそうだということが前にお話ししたとお

りですので、私もこの１人１台のタブレットの可能性は非常に

期待をしているところでありますので、それでもいろんな状況

を見ると、そのまま持って帰ってもなかなか特に低学年になれ

ばなるほど扱いが非常に難しいのかなと思いますので、十分に

学校、教室の中で通常の学習に使いながらタブレットの扱いに

慣れてもらうということを考えておりますので、そのうちいろ

んな可能性を見いだしながら学校と相談をして探っていきたい

なと思っていますので、よろしくどうぞお願いいたします。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ８番、よろしいですか。８番。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

 私がさっき質問した中で答弁なっていないのが１つあります

よ。 

 学校の現場の部分については、私は例えばですよ、低学年と

言いますけれども、今１年生でも携帯の操作できますよ。そう

いうふうなのだったらね、私はタブレットだって簡単にできる

と思うんですよ。 
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 それと、そのタブレットを使ってもっと教育委員会以外の行

政サイドから情報を伝えられる方法とか、そういうふうなもの。

例えば災害発生とか避難情報とか、そういうふうなものに活用

できないか、だから教育委員会以外の他課のほうでこれからの

見通しがあるのかどうかというのを聞いているんですよ。それ

が１つ、足りませんよ。 

 それと、これは例えば３月、結局活用するというのは令和３

年の４月以降でないと活用できないということになると思うん

ですけれども、そのときに教員の資質、指導力、そういうふう

なものは例えば限られたものだけの指導になるのか、もっと範

囲を広げた、いろんなさっき言ったような行政サイドの情報の

取組とかそういうふうなもの。例えばおいらせ町の町のいろん

な機能、そういうふうなものも学校教育の中に取り入れるのか。

この点についてお伺いしたいと思います。 

 

 西舘議長  教育長。 

 

答弁 教育長 

（松林義一君） 

 今現在２３０台町内の学校に入っています。多いところでは

５０台近く、少ないところでも二十数台かな。ですから、今も

子供たちにそのタブレットを使って勉強を一緒にやっていると

ころですので。それが１人１台に拡充することになりますので、

そういう意味で今やっていることを少し充実させて学校でも使

っていくということになります。 

 問題は、これを指導する、扱う教員の側のスキルがどのぐら

い上がっているかということになるんですが、通常の授業、平

日の授業をやりながら新しい機器の扱いについて勉強する機

会、実はあまりないことは確かです。ですから教育委員会とし

ても教員、学校を支援する、人を何とか契約できないかという

ことで今模索をしているところでありますので、なかなか機械

はもらうけれどもそれを十分自分たちでも活用できるぐらい一

生懸命勉強できる時間を学校の先生方に与えることは今できて

いませんので、それを何とか解消できないかということを考え

ているところでありますので、少し私たちも、議員の指摘を受

けながら頑張っていきたいなと思っておりました。 

 なお、一般行政のほうについては私はちょっと言えないんで
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すが、ただ渡る子供たちはあくまでも限られた、町内で言えば 

小中学生がいる家庭に渡るということになりますので、それを

一般行政の情報伝達のために使えるかどうかというのはちょっ

と、私はちょっと分からないなと思っていましたので、よろし

くどうぞお願いします。 

 

 西舘議長  まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 関連で答弁いたします。 

 先ほど災害情報等の活用、特に行政内部のほうでのご提案が

ありました。今回購入したタブレットそのものは教育用備品で

あるということでありますので、一般の行政のほうで使うのは

ちょっと難しいかなと思っております。 

 それから、災害情報等の伝達につきましては、現在もほっと

スルメールというもので携帯、スマートフォン等にお流しして

おりますので、そういった形で活用していきたいと考えてござ

います。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ８番。いいですか。ほかに質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

 

西舘議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

 

西舘議長  なしと認め、討論を終わります。（「賛成討論許してくださ

い。賛成討論したいのですが」の声あり）反対ですか。（「いい

え。賛成の討論をしたい。なしと言ったでしょう。なしじゃな

いんだ。まだ決していないでしょう。もしかすればこの中に反

対の人もいるかもしれないから、賛成の討論をやりたいんです」

の声あり）いや、反対の、反対の人は先に反対討論。反対討論

が優先です、最初。（「反対討論なし、討論なしと言ったよ、議

長。まずいい、じゃあはい、じゃあ分かりました。今、はい。 
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 討論ありませんか。なしと認め。（「今の反対なの。反対だけ」

の声あり）反対討論。（「分かりました」の声あり）それで、賛

成討論するんですか。（「賛成討論したいです」の声あり）反対

討論があって賛成討論なんですけれども。（「いや、賛成の討論

をする意義は、誰も表決の態度をまだ明らかにしていなくて、

もしかすれば反対の人もいるからかもしれないと。そういう人

のために」の声あり）（「いや、かもしれないじゃなくて、反対

討論がないのに賛成討論するというのはどうかと思いますけれ

ども。（「いやどうか、違うと思いますよ」「反対がないから」の

声あり）私もそういうように解釈しています。（「討論、反対の

討論するんでしょう。討論じゃない、これから表決取ったら、

反対の人もいるかもしれませんよ。表決するのと討論とはまた

別でしょう。ちょっと考えたら分かるでしょう、それは。反対

の討論はいない、確かに。でもこれからもしかすれば反対する

方いるかもしれませんよ。だから賛成討論したいと言ったら許

すのが普通じゃないですか。反対討論がなければ賛成討論も全

く駄目だということは何も書いていませんよ」「反対討論は今議

長はないということだから、恐らく反対は今のところはね、い

ないと思います」「いや、松林議員ね、そこは違うと思います。

今休憩ということにしましょう」「……」「前から私それ確認し

たかった」「確認というか、休憩してさ」の声あり） 

 暫時休憩します。 

 

  （休憩 午前１０時４９分） 

 西舘議長  休憩を取り消し会議を開きます。 

  （再開 午前１０時５０分） 

 西舘議長  討論ありませんか。１３番、西館芳信議員。 

 

 １３番 

（西館芳信君） 

 賛成の討論から、若干の時間、討論述べさせて、賛成の立場

から討論いたします。 

 重要なことは、私ギガ構想スクールということで何で大きい

デスクトップ型、あるいは持ち運ぶにしても携帯型のパソコン

だといろんな機器等がほかに附属のものが要るということで、

タブレットにしたということは、これはもう本当に持ち運びが

できるからということで、簡便に使えるということが一番の狙
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いだと思うんですよ。それはね、それを持って行動範囲を広く

するということで、まさしく８番議員が指摘したように、うち

あるいはその他のところに持っていって使えるということで、

私自身通して例えば以前議会の一般質問なんかの場合、今日は

家に帰ってどこの棚のところを探そうか、これについてと。も

う今やそういうのは全く要らなくて、検索すればばっちりその

まま出てきて、本だとかそういうのは何も要らなくて、本当に

タブレットの恩恵にあずかっている。同じような思いの中で子

供たちにタブレットに有効性、それからそれによっていろんな

知識の増大をしていただきたいというのが議会の一議員として

の願いでもありますので、ぜひそういうふうに制限しないで、

行動範囲にくっつけて、幾らでも使えるような使い方をさせて

ほしいということで、８番議員と同じように当局のほうにお願

いをいたしまして、賛成の討論とさせていただきます。 

 

 西舘議長  ほかにありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５６号について採決をいたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

 西舘議長  日程第６、議案第５７号、令和２年度おいらせ町一般会計補

正予算（第６号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 財政管財課長。 

 

当局の説明 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 それでは、議案第５７号についてご説明いたします。 

 議案書は３ページから５ページになります。 

 本案は、既定予算の総額に６４８万５，０００円を追加し、

予算の総額を１３３億８，９１６万円とするものです。 

 歳入歳出の内容についてご説明いたします。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２４－ 

 別冊の令和２年度一般会計補正予算（第６号）に関する説明

書をご用意ください。 

 まず、歳出の主な内容からご説明いたします。４ページをご

覧ください。 

 ４款４項１目病院費の１８節病院事業会計資本運営費負担金

６２１万円の増額は、病院事業会計の資本的支出に係る予算補

正に伴い、公営企業操出基準に基づき、対象経費の２分の１の

金額を計上するものです。 

 同じく１８節の八戸圏域連携中枢都市圏医師派遣事業費負担

金２７万５，０００円の増額は、おいらせ病院において新たな

診療科として眼科を設置するため、八戸市立市民病院からの医

師派遣に係る経費として計上するものです。 

 歳出の説明は以上になります。 

 次に、歳入の内容についてご説明いたします。 

 ページが前のほうに戻りまして、３ページをご覧ください。 

 １９款２項１目財政調整基金繰入金６４８万５，０００円の

増額は、当補正予算の編成に係る一般財源調整により計上する

ものです。 

 なお、補正後の予算額は、４億８，７７５万５，０００円と

なり、予算ベースでの基金残高年度末見込みは、１０億３，７

７４万９，０００円となります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これより歳入歳出全般について、質疑に入ります。 

 質疑は事項別明細書により行います。一般会計補正予算（第

６号）に関する説明書３ページから４ページになります。 

 質疑ございませんか。２番澤上 勝議員。 

 

質疑 ２番 

（澤上 勝君） 

 １点のみ。 

 ４ページ、３の歳出ですけれども、病院費の中の、八戸圏域

さんのほうから医師を派遣していただくことになっています。

次の病院の会計の補正の予算の中にも説明があるかと思います

けれども、眼科の先生の派遣ということでございますと思いま

すので、それは週何日派遣されて、このような費用なのか、説
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明をお願いします。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 それでは、ご説明を申し上げます。 

 これから、機器等の準備をしまして、一番早くて１月下旬か

ら年度３月というふうなことで、月２回を予定しておりますの

で、計５回分の医師派遣分というふうなことでご理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ほかに質疑ございませんか。６番、田中正一議員。 

 

質疑 ６番 

（田中正一君） 

 眼科の医者を連れてくるとおいらせ病院に、そういうことに

今なろうとしているようですが、月に２回眼科で診てですよ、

これだけの予算、今までもおいらせ病院の歳入歳出見ても、ど

うかと思う、私は思うんですよ。今この新しく眼科の機器を買

って、どれだけの、変な話ですけれども、収益をできるかとい

うことなんです、私の言い分は。それで、これからもう考えな

ければならない時期が来ているというのは、おいらせ病院をこ

れからどうするかということなんですよ。もはや診療所にする

か、またこのまま継続してやっていく。赤字は赤字で、今コロ

ナでこうだとかああだとかとなっているようですけれども、そ

の病院のおかげでですよ、我々旧部落の人たちは排水事業もま

まならなくなって、Ｕ字溝も入っていない。そういう舗装にも

なっていないって、そういうことですね。医療とは関係ないと

言われるかもしれないけれども、医療は大事だかもしれないけ

れども、下水等のあれも一番だと私は思うんですよ。なってい

るところはいいですよ。道路も広げたい、今はうちの本村地区

はちょっとカーブなっている、今工事しているようですけれど

も、なかなかはかどらない。これも県の事業で。私一般質問で

言ったあれ、何年前だったか、今土手のほうのところですね、

橋も舗装になって、町長さんのおかげでなっているなと、県の

ほうにやっぱりやっているなと、こう思っているんですけれど

もそれらも我々あの生活道路もままならないような道路になっ
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ているんですよ。この病院に幾らつぎ込めばいいか、今からど

うなっていくのか、その辺のところですよ。町長でもいいです

から、答弁ちょっとお願いしたいと思い、乱暴な質問だかも分

かりませんけれどもですね。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 ただいま、田中議員から大変厳しいご質問というか、ちょっ

と病院には少し関わらない部分なのかなと思いますけれども、

答弁させていただきたいと思います。 

 まず、おいらせ病院は地域医療の確保とか患者中心の医療推

進というふうなことで、病院の経営の部分については確かに昨

年度４，６００万円と欠損を出しておりますが、あくまでも減

価償却費等の経費を入れた部分の欠損ということで、現金ベー

スでは実際は多少のプラスになっております。ただこの中で、

今回眼科を入れるというふうなことにつきましては、地域の

方々に求められていることが以前からありまして、やっぱり眼

科がなければ薬だけもらうにしても八戸に行かなきゃいけな

い、三沢に行かなきゃいけないというふうな要望がこれまでた

くさんありました。今回、圏域のほうで町長の要請を受けてう

ちのほうとしておれば眼科が必要だというふうなことで、今回

眼科を設置することであります。月２回、少ない回数ではあり

ますけれども、その中で地域の住民の利便性を図るため、地域

の医療確保を図るためにどうしても必要だというふうに考えて

おります。採算ベースでは厳しいものがあるというふうに思い

ますけれども、患者様の利便性とか、地域一体となった患者中

心の医療を進めるためにはぜひ必要であるというふうに考えて

おります。次の病院会計のほうで説明する部分あろうかという

ふうに思いましたけれども、日によって違うというふうに思い

ますけれども、今現在１回当たり５０人程度の患者は、見込め

るのだろうというふうに考えておりますので、そういう形の中

で病院の新たな取組としてご理解いただきたいというふうに思

っております。以上です。 

 

 西舘議長  ６番。 
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質疑 ６番 

（田中正一君） 

 月２回で５０人程度の患者を診れるということですか。それ

で間に合うのですか。５０人程度で。私は不思議でならないで

す。ただこの医療費で私前に、ここ何年か見ているんですけれ

ども、今話が違うってこう言ったんですけれども、私の話もち

ょっと聞いてください。この病院に幾らかかれば、私はよくな

るのか、患者はバスで来て､診られてまた帰ってという形になっ

ているかもしれませんけれどもね。今これやっていると移転の

問題が私は出てくると思うんですよ。防災の問題からも、様々。

それから皆さんが言っている、またこれも関係ないんですけれ

ども、それこそドームの関係も入ってくる。それよりもですよ、

私は病院を悪いと言っていないんです。あまり経費かけてもさ、

だめなのは、六戸を見てみなさい、もう診療所にしているでし

ょう。額が違うと言えばそれはあれだけれども、今、みんな、

おいらせ町の人どあこう見ていれば年寄りが多く行っている

と、私はこう認識しています。石田病院は若い人がいっぱいい

て、年寄りは何人も行っていません。あれだけれども、やっぱ

りさ、行政でやるというのは責任がないみたいですよ。民間委

託してもうやったほうがいいのでないかと、私はこう思ってい

るんですよ、何よりも。赤字だら仕方ながべ、役場で何とか補

正でやってくれるべ、これじゃ分がね。いつになってもやっぱ

り皆さんどうしたらいいかということを審議委員会もあるから

真剣に考えてやっていかないと、おいらせ丸は沈没するよ、こ

れから。漁港の問題もある。ですから真剣に考えてやっていた

だきたい。もう一度聞きます。これから大丈夫だかな、この３

年、今後３年間、大丈夫だと思って、これから経営していくの

かな。その辺のところ。町長どう思っている、副町長どう思っ

ているの、これ、どう思っているの。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

 病院事務長 

（田中貴重君） 

 今、田中議員のほうからお話がありましたけれども、病院と

すれば新しい取組だったとか、あとは例えば昨年小児科の拡充

をするとか、お年寄りだけじゃなくて、若い方々、特にこれか

ら子供もそんなに減っていないということで、どこにターゲッ
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トを絞っていいのかというふうなことで、院内とか、審議会、

その中で真剣に議論を重ねてきております。決して真剣に考え

ていないということではなくて、真摯に取り組んでいるという

ことでございます。病院とすればこれからも地域医療のために

真剣に患者様中心の医療を進めていきたいというふうに思って

おりますし、３年間どうだと言われれば、３年間大丈夫です。 

 以上です。 

 

 西舘議長  町長。 

 

 町長 

（成田 隆君） 

 田中議員には、ちょっとここの項目で言うには少し難題だな、

課長も私も答弁に少し準備していない部分があったので、一般

質問か何かで言ってくれればもう少し心の準備もあったんです

けれども。 

 まずもって開設者として、私最高責任者になっているもので、

お答えしますけれども、田中議員、ありがたい、病院どうする

んだというご意見であります。私もできるだけ赤字にならない

ように努力しているつもりで、その中におきまして、八戸の連

携中枢都市圏の会議の中で、八戸の市長も出ていたもので、お

いらせ病院も何とか患者を増やすためにもう一人ぐらい、１人

でも２人でも医師の派遣をしてほしいなと要望しましたとこ

ろ、本当にすぐというんですか、すぐ病院のほうに問合せが来

て、じゃあしからば何の先生欲しいですかという、こう伺いが

あったということで、病院ではおいらせ町に診療所あるいは診

察がない眼科がいいんじゃないかということで要望しました

ら、またよくじゃあ眼科を派遣しましょうということになった

と伺っておりまして、私どもはどういうふうにして病院をうま

く黒字に持っていくか、あるいは継続しながらおいらせ病院を

続けていくかということを念頭に置いていろんな部分で考えて

おります。その中でやはり先ほど５０名ほどというのは恐らく

１日５０名ほどですから、月にすると１００名ほどではないの

かなと私なりに判断をしておりますけれども、それで、それだ

けでなく、眼科にかかるついでに今までよその病院で診られて

いた内科とか外科とか、神経とか精神とか、そういう部分があ

ったらおいらせ町でも診療できる、おいらせ病院でも診療でき
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るという診療科目があれば、眼科に来たついでにじゃあこっち

に寄るかという部分で、相乗効果も生まれるんではないのかな

というふうに期待しながら判断しておりますけれども、そうい

う部分を含めて早々に病院は赤字になっても累積赤字が積もり

積もって大変だという部分にならないように事務長も言ってお

りますので、私もそういうふうに期待しております。また、市

議会の会長さんはじめ委員の方々も一生懸命検討しておりま

す。また磯嶋院長はじめ院長先生、そして看護師さんたちも一

生懸命努力していますので、極端にいい方向には行かないとし

ても、そうそう悪い方向には行かない。そしてまず何よりも地

域医療、先ほどお年寄りだけ多いんでないかという話ありまし

たけれども、お年寄りであっても病気を持っているのであれば

診療しなければならないし、この頃敬老会に行きますと１００

歳目指して頑張ってくださいと言っているんで、逆に若い人は

すぐ１００歳になりません。年取った人たちは徐々に１００歳

を目指すわけですから、お年寄りも長生きしてもらわないと、

そういう長生きの町にはならない、平均寿命延びる町にはなら

ないと思いますので、お年寄りも大切にしながら、もし若い人

が来てくれればまたそこに行って診察してくれればいいし、長

くなりましたけれども、ですから前向きにご指摘くださるよう、

私も開設者として心からお願いしておきますので、ご理解のほ

どよろしくお願いします。 

 

 西舘議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（田中正一君） 

 課長。今自信満々の、３年は大丈夫だと、ね。そうなってほ

しいです、私も。私、このシラトリ先生から、前の院長からで

すね、シラトリっていったっけな。（「白倉」の声あり）白倉と

いったか。白倉先生から聞いたときに、なったときに、私も審

議員やったんですけれども、あの人は立派だなと思った、今の

磯嶋さんは先生でいてですね、なかなか患者さんにまた変なこ

と言うようですけれども、信用がなかった。正直な話すれば。

３年もてればいいなと思って私もいるんですよ。課長替われば

まだどうなるかこれ分かりませんけれどもですね。地域医療を

支える、一般質問みたいになった今町長言ったようにやってい
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るんですけれども、まあこれはやめます。次の１２月議会で討

論しましょう、いろいろと。そういうふうなことで、やっぱり

３年、計画も大丈夫だと、その手腕を仰いで私の意見を終わら

せたいと思います。よろしく。 

 

 西舘議長  １４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 すみません、質問する気なかったんだけれども、関連して質

問します。 

 町長の要望でいち早く八戸の市民病院のほうで月２回派遣医

師の対応をしてくれたと。まあすばらしいことかなと、こう思

います。ただ、月２回の診察でどのぐらいの効果があるのか、

私はいささか疑問を持っております。週４回、月４回ですか、

月４回ぐらいだとすれば町民にも浸透していくかもしれませ

ん。そしてこの月２回は、診察は、一般の診察なのか、それと

も手術もこの中に、手術は多分無理かな。白内障等々は無理か

なと思いますけれども、その診察内容についてお伺いいたしま

す。 

 それから、これはちょっと先ほど聞き漏らしましたけれども、

１０月からですか、１１月からですか、派遣されるのは。４月、

来年。いいです。今予算追加していますから、来年の４月では

ないと思いますけれども、これは新年度も引き続き継続してこ

の眼科の先生が派遣されると、このように認識していいのかど

うか。 

 そしてまたもう一つは、現在、眼科の先生が来ますけれども、

現在派遣されている先生はあるのかどうか。それはちょっと勉

強不足で分かりませんけれども、現在派遣されて内科でも何で

も診察していますよと、そういうふうな実態があるのかどうか、

お伺いいたします。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 まず、どのような診療かというふうなことでありますけれど

も、私も眼科の医師ではないのでよく分からない部分もあるの
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ですが、今その中で言われているものにつきましては、まず瞼

結膜、あと角膜、あとは眼底を見るために使用するというふう

なことで、一応白内障とか緑内障の、そういうふうな病気を診

ることができるというようなことです。ただ、手術の部分につ

きましては、難しい部分についてはやっぱり市民病院のほうに

というふうな形になろうかと思います。あくまでも検査、あと

は簡単な市民病院等でやった診療に対してのフォロー的な部分

というふうなことになろうかと思っております。これはまた今

後詰めていく大事なことであるというふうに思いますので、ま

た市民病院のほうの先生たちと詰めてまいりたいというふうに

思っております。 

 それと、診療については、１月、早くて１月の下旬を考えて

おりまして、年内、月２回というふうなことで、５回程度とい

うふうなことで考えております。 

 それと、新年度も派遣可能なのかというふうなことでありま

すけれども、新年度も引き続き医師の派遣をお願いして派遣が

大丈夫だというふうに考えております。 

 さらに、どのような派遣されているかというふうなことでご

ざいますけれども、現在外科の先生を派遣いただいていて、土

曜日、日曜日の日直等の勤務をいただいております。それと、

金曜日、月１ですけれども、脳神経の外科の先生も派遣いただ

いているというふうなことで、年間にすると３６回ぐらいです

ね、八戸市民病院から月３回程度の平均で派遣されているとい

うふうなことでございます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 月２回で回数が足りないんじゃないのかなという松林議員の

意見です。私も全くそのとおりだと思って、先日の広域の会議

でまた八戸の市長にはせめて週１回ぐらいにしてほしいとい

う、会議の中で回数を増やしてほしいという要望はしてきまし

たので、報告しておきます。 

 

 西舘議長  １４番。 
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質疑 １４番 

（松林義光君） 

 分かりました。町長もそれなりにいろいろと行動を起こして

いるようでございますので、町長の行動力に期待をしたいと思

います。 

 では、病院事務長に１つお願いがあるんですけれども、今こ

の白内障の手術、うちの家内も先般手術受けましたけれども、

もう１年待ちとか、かなりの長い期間待たされて手術を受けま

した。うちの家内は幸い南部町にある大きい眼科の病院に行っ

て、手術も終わって今普通に生活をしていますけれども、ここ

八戸市民病院から来ておりますので、何とかそういうふうなで

すね、もし白内障の手術が必要だという患者が出てきましたら、

極力早く手術ができるように、そういうふうな要望も、お願い

ですか、していただきたいと、このことをお願いをしておきま

す。答弁は結構です。 

 

 西舘議長  ここで暫時休憩いたします。 

 １１時３０分まで休憩します。 

  （休憩 午前１１時１９分） 

 西舘議長  休憩を取り消し会議を開きます。 

  （再開 午前１１時３１分） 

 西舘議長  ６番、田中正一議員。 

 

 ６番 

（田中正一君） 

 先ほどの一般会計補正予算についてでありますが、私の質問

でちょっと訂正したい旨がありまして、ひとつよろしくお願い

します。 

 実はある人の名前を出したところ、訂正してお願いしたいと

思います。ひとつよろしくお願いします。削除くださるようひ

とつよろしくお願いします。 

 

 西舘議長  ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

 ８番、平野です。 

 今いろんな形で各質問がありましたけれども、私は今の市民

病院からの眼科医の派遣については、非常に広域の中での病院
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連携というふうなことを訴えてきましたけれども、それがよう

やく実現したということは、町長の手腕がようやく発揮された

なという、改めて感謝申し上げますとともに、引き続いて月４

回に向けての市長との連携を取って実現してほしいと思いま

す。 

 あと１点は、私はこの病院の在り方、方向性、田中議員も質

問していますけれども、なぜこの町立病院なのか。その部分お

互いに担当課長も副町長、町長、この関係する、それから保健

こども課長ですか、いろんな形でこういう行政が関わる病院が

あることによって、これは定住促進にも一つ役立っているわけ

ですから、それと高齢者、我々団塊世代がこれからいろんな意

味で関わりを持っていく機関となるわけで、そういうふうな意

味ではこの眼科の開設というのは非常に私はいい時期にこの効

果を発揮、私たちが今度受けれるなというふうな安心感を持ち

ました。そしてまた本当にこれが地域の住民との関係をよくす

るいい機会だなというふうに思っております。そしてまた今後

期待するのは、いろんな形で整形とかいろんなもの、高齢者と

の関わりのする医療の医師の派遣をもっとこう増やしてほしい

と。ぜひこれは町長に期待を申し上げたいと思います。 

 病院の在り方、そういうふうなものについては、今後事務長

だけでなくて、副町長、町長、それから医療関係に関わる者、

衛生関係に関わる者、同じ思いを共通して理解をちゃんとして

議会に答弁してほしいというふうに思います。 

 以上です。 

 

 西舘議長  答弁はいいです、はい。１３番、西館芳信議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 私も２点、期せずして今の８番議員と同じような内容になる

のかもしれないですけれども、言わせてください。 

 まず、病院経営ということにつきまして、昔から医は仁術と

申しまして、私は採算云々ということよりも、本当に病で苦し

んでいる、けがで苦しんでいる人たちのためになっているのか

というのを優先すれば、時の為政者の最たる人々に対する救済、

最高の救済事業だと思います。それをいや、赤字が出たからと

いうことで佑助するのはこれは病院経営上仕方がないんだけれ
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ども、やっぱりプラスマイナスゼロぐらいでやっていくのが一

番理想であるということで、プラスマイナスでとどまらず幾ら

下になっても、幾らか下になっても、これはやむを得ないだろ

うということで、やっぱり医は仁術というような気持ちでこの

病院経営に当たっていくのも大切でないかなというふうに思っ

ております。 

 それから、眼科の設置というのは、初め聞いたとき、「おお、

よくやってくれた」と。どういう経緯にしろ、こういうふうに

今この医者の足りないときに設置してくれるというのは大変な

ものだといます。松林議員からもお話ありましたけれども、も

う白内障、緑内障の待機、昔は何年か前、八戸日赤とか県病だ

とか、市民病院もそうですけれども、待機者、１年うじゃうじ

ゃ、話来て、今もこんな感じでいました。そういう人たちが少

しでも整理されるというふうなこと。もう目は本当に私は需要

があるかと思いますので、どうぞ担当課長、そして町長、自信

を持ってこれを進めていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 ２人立って、何も答弁ないと失礼ですので、町長、意気込み

あったらひとつお願いします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今、平野議員、そして西館芳信議員からも、私は励まし、激

励だと受け止めております。議場にいる方、傍聴席にいる新聞

記者の方々も、プラスマイナスぐらいでいいんでないか、もし

かして多少赤字に向かってもしようがないんでないですかって

いう、本当にうれしい言葉をいただきました。事務長もきっと

安心して経営に携わっていけることだと思います。 

 と申しますのは、去年でしたか、弘前病院に病院派遣という

ことで要請に行ってきました。そうしたら袴田先生が「町長、

町長、病院経営して赤字になったってがたがたすれば駄目なん

だよ。赤字になってもいい診療をすれば国民、町民に尽くすこ

とになるんだから、そういうことを、赤字を気にしないで頑張

ってほしいな」と言われました。しかし、私はそれより医者を

派遣してほしかったのでそれは残念ながら、うちも足りなくて
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大変でいるんだよという話で、いい返事はもらえなかったけれ

ども、その後でもそのプラスマイナス、ゼロ、赤字になっても

しようがないんだっていう話をしてもらった部分で、ああそう

か、少しは気が楽になったなという気がしておりました。今、

ご両人のお話聞いて、またまた少し励まししてもらったんです。

心強く思っておりますので、それに向かってまた病院の審議会

の委員の方々も議員の中におられますので、そういう部分を含

めて、これから意を新たにしてまた頑張っていきたいと思いま

すので、ご支援のほどよろしくお願いします。 

 

 西舘議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、歳入歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５７号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第５８号、令和２年度おいらせ町病院

事業会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 病院事務長。 

 

当局の説明 病院事務長 

（田中貴重君） 

 それでは、議案第５８号についてご説明を申し上げます。 

 議案書の６ページから７ページになります。 

 本案は、収益的収入及び支出の既決予定額に３１０万４，０

００円を追加し、予算の総額を１０億３，５１６万３，０００

円とするほか、資本的収入の既決予定額に１，６４９万円を追

加し、資本的収入予算の総額を７，２４０万５，０００円とし、
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資本的支出の既決予定額に２，２７０万１，０００円を追加し、

資本的支出予算の総額を９，４５４万９，０００円とするもの

です。 

 別冊の事項別明細書の１ページから４ページをご覧くださ

い。 

 その主な内容につきましては、収益的支出では感染対策のた

めの玄関窓口で症状を問診する職員を配置するための委託料

に、２９８万７，０００円を増額しております。収益的収入で

は、新型コロナウイルス感染症の院内等での感染症を防ぐ取組

を行う病院に対して、診療体制確保などに要する費用として、

県からの補助金４１７万７，０００円を増額するものでありま

す。 

 また、資本的支出では、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、全自動遺伝子解析装置、俗に言うＰＣＲの検査機器を２台、

７２万６，０００円など７設備を合計で１，０２８万１，００

０円を増額し、八戸圏域連携中枢都市圏医師派遣事業に係る診

療科開設に向けた眼科検査機器などの導入のため、細隙灯顕微

鏡５８８万２，０００円などの機器６種類購入のため、合計で

１，２４２万円を増額するものであります。 

 資本的収入では、新型コロナウイルス感染症対策として、医

療機関院内感染防止対策のための県補助金１，０２８万円と診

療科開設に向けた眼科検査機器などの導入のために一般会計か

らの出資金６２１万円を追加するものです。その不足額につき

ましては、当年度分損益勘定留保資金に６２１万１，０００円

を追加充当するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これより、収入、支出全般の質疑に入ります。 

 質疑は事項別明細書により行います。 

 特別会計補正予算に関する説明書１ページから４ページ、議

案書６ページから７ページになります。 

 質疑ございませんか。１５番楢山忠議員。 

 

質疑 １５番  １５番楢山です。ＰＣＲ装置が入ったと、入るということな



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３７－ 

（楢山 忠君） んですけれども、これに対する料金的なもの、それはどういう

ふうになりますか。前に何か話をしたような気がしますけれど

も、それから幾らか個人負担のそれが緩和されているのかどう

か。そこら辺、ちょっと教えていただけますか。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 ＰＣＲ検査、ＰＣＲにつきましては、先般、実は９月２３日

に１台既に財政協議の中で導入しております。１時間に１件ぐ

らいしか検査できないんですが、その中で通常であれば先生も

しくは保健所が了解というか、先生の判断によって保険適用に

なると言われておりまして、その際であれば保険で６，０００

円から７，０００円というふうに聞き及んでおります。ただ、

自己負担、どうしても自分で受けたいというふうな部分につい

ては、通常であれば２万５，０００円程度というふうなことで

ございますけれども、これは保険適用でないので病院サイドで

決めることができるというふうなことでございますので、そこ

の部分については、まだ幾らというふうなことではなくて、今

は件数も検体もあまり取れないというふうな状況ですので、医

療機関からの要請とか、あとは医師が判断した患者さんに対し

ては優先というふうな形で進めておりますので、ほぼ今現在は

保険適用の体制で、体制になるような形で診察をしているとい

うふうなことでご理解いただければなというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、収入、支出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 西舘議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５８号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

日程終了 

 

  以上で、本臨時会の会議に付された事件は、全て議了いたし

ました。 

 ここで、町長から発言したい旨の申出がありましたので、こ

れを許します。 

 演壇にてお願いします。町長。 

 

町長挨拶 町長 

（成田 隆君） 

 令和２年第２回おいらせ町議会臨時会におきまして、議員各

位にはご多用中のところご参集いただき、また提案いたしまし

た全議案を議決賜りまして、厚くお礼申し上げます。 

 議案審議の過程でいただきましたご意見、ご提言を十分に踏

まえ、引き続き町政運営に努めてまいります。 

 さて、朝晩の冷え込みを感じる日が大分多くなり、この寒暖

差がもたらす紅葉が八甲田山系では見頃を迎えるとともに、当

町をはじめ各市町村で開催されるイベントと相まって、例年で

あれば多くの方が観光に出かける季節となりました。しかし、

新型コロナウイルス感染症の収束にはいまだ見通しがつかない

中、国のＧｏＴｏキャンペーンや町独自の支援策などを行って

おりますが、まだまだ経済の回復には程遠い現状を感じており

ます。当町においては新型コロナウイルス感染症の感染者が発

生していないものの、今後はインフルエンザの流行も危惧され、

これまで以上に自己管理意識が大変重要になってくるものと感

じております。私どもとしても、感染防止対策には十分な注意

を払い、職員一丸となり引き続き滞りのない行政サービスを提

供していくところであります。 

 議員の皆様におかれましても、健康に留意され、そしてます

ますのご活躍をご祈念申し上げまして、簡単ではございますが、

閉会に当たっての挨拶といたします。 

 ありがとうございます。 
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閉会宣言 西舘議長  これで会議を閉じます。 

 これをもちまして、令和２年第２回おいらせ町議会臨時会を

閉会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

 

  （閉会時刻 午前１１時４９分） 

 事務局長 

（赤坂千敏君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 
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